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会期　12月13日～15日

令和
４年

第４回 定 例 会

　

令
和
４
年
第
４
回
泊
村
議
会
定
例
会
は
、
去
る
12
月
13
日
に
招
集
さ
れ
、

会
期
を
15
日
ま
で
の
３
日
間
と
定
め
、
開
会
日
の
13
日
は
、
議
長
の
諸
般
の

報
告
と
村
長
か
ら
第
３
回
定
例
会
以
降
の
行
政
報
告
、
教
育
長
か
ら
教
育
行

政
報
告
が
行
わ
れ
た
後
、
人
事
案
件
１
件
の
同
意
、
専
決
処
分
１
件
の
承
認
、

議
案
１
件
を
審
議
採
決
し
、
そ
の
他
の
議
案
20
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説

明
を
受
け
ま
し
た
。

15
日
は
、
一
般
質
問
が
行
わ
れ
た
後
、
議
案
20
件
の
審
議
採
決
を
し
、
全

日
程
を
終
了
し
、
閉
会
し
ま
し
た
。

行

政

報

告

髙

橋

村

長

で
あ
り
ま
す
。

　

岩
内
地
方
衛
生
組
合
の
令
和
３
年
度

会
計
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
差
引
総

額
５
３
，
５
６
８
，
９
８
５
円
と
な
り
、

翌
年
度
へ
繰
越
し
と
な
り
ま
す
。

　

こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
令
和
４
年
９

月
22
日
開
催
の
第
２
回
岩
内
地
方
衛
生

組
合
議
会
定
例
会
で
認
定
済
み
で
あ
り

ま
す
。

令
和
３
年
度
後
志
広
域
連
合
各
会
計
及

び
一
部
事
務
組
合
に
係
る
決
算
に
つ
い

て　
　
　
　

（
別
記
資
料
参
照
）

行政報告をする髙橋村長

　

後
志
広
域
連
合
の
一
般
会
計
に
つ
き

ま
し
て
は
、
歳
入
総
額
の
欄
か
ら
歳
出

総
額
を
差
し
引
き
ま
し
て
、
差
引
総
額

１
，
５
５
２
，
７
５
１
円
と
な
り
、
翌

年
度
へ
繰
越
し
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
は
、

差
引
総
額
１
０
５
，
１
３
３
，
５
０
６

円
と
な
り
、
翌
年
度
へ
繰
越
と
な
り
ま

す
。

　

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
は
、
差
引

総
額
３
０
０
，
７
３
１
，
８
６
１
円
と

な
り
、
翌
年
度
へ
繰
越
と
な
り
ま
す
。

　

こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
11

月
30
日
開
催
の
第
２
回
後
志
広
域
連
合

議
会
定
例
会
で
認
定
済
み
で
あ
り
ま

す
。

　

岩
内
・
寿
都
地
方
消
防
組
合
の
令
和

３
年
度
会
計
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、

差
引
総
額
４
４
，
３
６
０
，
９
０
２
円

と
な
り
、
翌
年
度
へ
繰
越
し
と
な
り
ま

す
。

　

こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
令
和
４
年
９

月
22
日
開
催
の
第
２
回
岩
内
・
寿
都
地

方
消
防
組
合
議
会
定
例
会
で
認
定
済
み
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こ
の
日
、役
場
に
お
越
し
い
た
だ
き
、

住
民
の
方
々
と
の
応
援
ツ
ア
ー
の
様
子

や
サ
ー
モ
ン
の
稚
魚
の
搬
入
な
ど
を
ス

ラ
イ
ド
で
紹
介
し
、
そ
の
後
、
小
学
校

と
中
学
校
で
児
童
・
生
徒
と
交
流
会
を

行
い
、
宇
佐
美
選
手
と
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
や
質
問
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、
児
童
・
生

徒
に
と
っ
て
は
良
い
思
い
出
に
な
っ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
の
最
後
は
、
泊
村
公
民
館

で
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
で
、
約
１
２
０
名

の
方
が
来
場
し
、
来
場
者
か
ら
の
質
問

に
も
丁
寧
に
答
え
ら
れ
、
最
後
に
は
、

宇
佐
美
選
手
の
直
筆
サ
イ
ン
ボ
ー
ル
や

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
当
た
る
抽
選
会
が
あ

り
、
大
変
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
ま
し

た
。

　

今
回
、
こ
の
よ
う
な
ご
縁
を
い
た
だ

き
ま
し
た
宇
佐
美
選
手
を
今
後
も
村
と

し
て
応
援
や
交
流
を
続
け
て
ま
い
り
た

い
と
思
い
ま
す
し
、
宇
佐
美
選
手
か
ら

も
、
ま
た
泊
村
に
来
ま
す
と
云
う
力
強

い
言
葉
も
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
来

年
度
も
継
続
し
て
事
業
を
実
施
し
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

対
応
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
実
施
に
つ
い
て

　

村
で
は
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
の
ワ

ク
チ
ン
接
種
を
９
月
29
日
よ
り
開
始
を

し
て
お
り
、
12
月
22
日
を
も
っ
て
終
了

と
な
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
つ
き
ま
し
て
は
、
２
回
以
上

ワ
ク
チ
ン
接
種
を
終
え
て
い
る
12
歳
以

上
の
方
で
前
回
接
種
か
ら
３
ヶ
月
以
上

間
隔
が
空
い
て
い
る
方
が
対
象
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

接
種
に
つ
き
ま
し
て
は
、
茅
沼
診
療

所
で
14
日
間
接
種
日
を
設
定
し
て
お

り
、
12
月
８
日
時
点
で
、
３
回
目
接

種
は
13
名
、
４
回
目
接
種
は
３
２
９

名
、
５
回
目
は
４
７
５
名
の
計
８
１
７

名
の
方
が
受
け
ら
れ
て
お
り
、
12
歳
以

上
の
村
民
の
う
ち
、
４
回
以
上
ワ
ク
チ

ン
接
種
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
は
１
，

０
３
０
名
で
72
．９
％
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　

な
お
、
む
つ
み
荘
で
は
11
月
30
日
か

ら
接
種
を
開
始
し
、
12
月
中
に
入
所
者
、

職
員
の
接
種
を
完
了
す
る
予
定
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
都
合
に
よ
り
診
療
所
で
接
種

を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
方
は
、
１
～
３

回
目
の
接
種
希
望
者
を
含
め
、
岩
内
町

の
医
療
機
関
で
接
種
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
、予
約
開
始
時
期
は
未
定
で
す
が
、

岩
内
町
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
で
申
し
込
み
を
受
け
付
け
る
予
定

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
、
生
後
６
ヶ
月
～
11
歳

ま
で
の
接
種
に
つ
い
て
も
岩
内
町
に
依

頼
し
、
個
別
で
予
約
を
受
け
付
け
て
お

り
、
今
後
も
継
続
予
定
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

令
和
４
年
度
泊
村
原
子
力
防
災
訓
練
の

実
施
結
果
に
つ
い
て

　

今
年
の
原
子
力
防
災
訓
練
の
訓
練
内

容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
・
北
海
道
・

関
係
町
村
等
を
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム

で
繋
ぎ
、
災
害
対
策
本
部
の
運
営
を
行

う
意
思
決
定
訓
練
を
実
施
し
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
ま
た
、
広
域
避
難
訓
練
と
し

て
、
札
幌
市
の
ガ
ト
ー
キ
ン
グ
ダ
ム
札

幌
へ
一
般
住
民
を
は
じ
め
、
小
中
学
生

の
児
童
・
生
徒
、
教
職
員
、
役
場
職
員

を
含
め
１
３
０
名
が
広
域
避
難
を
し
、

住
民
の
方
に
は
、
現
地
で
原
子
力
に
関

す
る
防
災
学
習
会
を
併
せ
て
開
催
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
訓
練
の
検
証
を
進
め
、
道
を

は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
と
次
回
の
訓

練
に
向
け
て
改
善
点
等
を
反
映
で
き
る

よ
う
意
見
交
換
や
協
議
を
し
、
よ
り
良

い
訓
練
に
な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。

　

ま
た
、
今
後
に
お
き
ま
し
て
も
訓
練

を
重
ね
、
防
災
意
識
の
高
揚
と
防
災
対

策
に
関
す
る
理
解
促
進
に
一
層
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

北
海
道
日
本
ハ
ム
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
応
援

大
使
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
に
つ
い
て

　

11
月
25
日
に
、
泊
村
の
応
援
大
使
で

あ
り
ま
す
、
北
海
道
日
本
ハ
ム
フ
ァ
イ

タ
ー
ズ
の
宇
佐
美
真
吾
選
手
が
泊
村
を

訪
れ
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

議会の風景
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学
校
教
育
関
係

【
学
校
行
事
】

　

10
月
15
日
に
、
泊
小
学
校
学
習
発
表

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
生
懸
命
に
練
習
し
た
多
彩
な
劇
が

披
露
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
感
染
症
対
策
の
た
め
、
一
家

庭
４
名
ま
で
の
入
場
制
限
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
学
年
毎
の
入
れ
替
え
制
と
し

ま
し
た
。

　

11
月
４
日
に
は
、
泊
中
学
校
文
化
祭

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
伝
統
の
「
泊
中
ソ
ー
ラ
ン
」

と
全
校
合
唱
に
絞
っ
て
実
施
を
さ
れ
ま

し
た
。

社
会
教
育
関
係

　

10
月
29
日
か
ら
30
日
ま
で
、
泊
村
公

民
館
で
第
36
回
泊
村
公
民
館
ま
つ
り
を

実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　

小
中
学
生
及
び
一
般
の
方
の
絵
や

書
・
菊
花
・
短
歌
・
手
芸
品
な
ど

２
０
０
点
あ
ま
り
が
展
示
さ
れ
、
訪
れ

た
方
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
し

た
。

　

ま
た
、
ピ
ア
ノ
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
、
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
と

バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
の
シ
ョ
ー
、
社
会
福

祉
協
議
会
の
展
示
、
健
康
支
援
課
に
よ

る
健
康
維
持
に
関
す
る
展
示
や
体
験
会

も
同
時
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

２
日
間
の
来
館
者
は
３
２
４
名
で
あ

り
ま
し
た
。

　

村
内
の
小
学
６
年
生
と
２
年
前
に
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
実
施

取
り
止
め
と
な
っ
た
中
学
２
年
生
を
対

象
に
、
姉
妹
町
村
で
あ
る
愛
媛
県
伊
方

町
を
訪
問
す
る
「
泊
村
子
供
親
善
大
使

派
遣
事
業
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

本
来
は
、
夏
休
み
期
間
中
に
実
施
し

て
お
り
ま
す
が
、
全
国
の
感
染
者
が
減

少
す
る
の
を
待
っ
て
、
11
月
17
日
か
ら

３
泊
４
日
で
伊
方
町
を
訪
問
し
、
当
町

の
６
年
生
と
の
交
流
や
ミ
カ
ン
畑
で
の

ミ
カ
ン
狩
り
体
験
や
広
島
市
の
平
和
記

念
資
料
館
な
ど
を
見
学
し
、
元
気
い
っ

ぱ
い
務
め
を
果
た
し
て
帰
っ
て
き
ま
し

た
。

　

来
年
３
月
に
は
、
伊
方
町
の
小
学
６

年
生
19
名
が
本
村
を
訪
れ
る
予
定
で
、

ス
ケ
ー
ト
体
験
な
ど
で
交
流
を
図
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

泊
中
学
校
３
年
生
の
進
路
希
望
状
況

　

来
春
に
泊
中
学
校
を
卒
業
さ
れ
る
３

年
生
15
名
の
12
月
７
日
時
点
の
進
路
希

望
状
況
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
公
立

高
校
で
は
、
小
樽
潮
陵
高
校
に
４
名
、

岩
内
高
校
に
５
名
、真
狩
高
校
に
１
名
、

美
唄
聖
華
高
校
に
１
名
、
小
樽
水
産
高

校
に
１
名
、
小
樽
未
来
創
造
高
校
に
２

名
、
特
別
支
援
で
は
、
小
樽
高
等
支
援

１
名
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

自
分
の
進
路
を
し
っ
か
り
と
見
定

め
、
希
望
通
り
の
進
学
が
で
き
る
よ
う

ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

社
会
教
育
施
設
の
利
用
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
11
月
末
現
在
）

【
と
ま
り
ア
イ
ス
セ
ン
タ
ー
】

    

利
用
者
数    

１
４
，
０
２
６
名

    

前
年
度
対
比 

 

６
，
１
６
１
名
増

【
鰊
御
殿
と
ま
り
】

    

入
館
者
数      

２
，
０
２
８
名

    
前
年
度
対
比 

     

９
２
０
名
増

【
と
ま
り
カ
ブ
ト
ラ
イ
ン
パ
ー
ク
】

    

利
用
者
数      

１
，
７
２
３
名

    

前
年
度
対
比 

     

４
８
７
名
減

※
鰊
御
殿
・
と
ま
り
カ
ブ
ト
ラ
イ
ン 

　

パ
ー
ク
は
、
11
月
13
日
で
、
今
年
度

　

の
営
業
終
了
。

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い

て
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
同
意

　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
と
し
て
、
増

川
佳
子
氏
の
推
薦
に
つ
い
て
、
満
場
一

致
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）） 

��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
承
認

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
５
９
２
千

円

を

増

額

補

正

し
、

総

額

を

４
，

９
４
５
，６
８
２
千
円
と
す
る
も
の
で
、

物
価
高
騰
に
よ
る
家
計
の
負
担
増
を
支

援
す
る
た
め
村
独
自
の
施
策
と
し
て
、

物
価
高
騰
緊
急
生
活
支
援
給
付
金
と
し

て
村
民
１
人
に
つ
き
５
万
円
を
給
付
す

る
事
業
及
び
北
海
道
の
補
助
事
業
に
よ

る
高
齢
者
世
帯
等
生
活
支
援
給
付
金
事

業
等
、
特
に
緊
急
を
要
し
た
た
め
、
議

会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
補
正
予
算
を
専
決
処
分

し
た
も
の
で
す
。

審

議

し

た

議

案

報　
　

告

専

決

処

分

教
育
行
政
報
告

髙
山
教
育
長

教育行政報告をする髙山教育長
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【
歳
入
】

・
市
町
村
高
齢
者
世
帯
等
生
活
支
援
事

　

業
費
補
助
金

　
　
　
　
　

１
，
６
２
０
，
０
０
円
増

【
歳
出
】

・
物
価
高
騰
緊
急
生
活
支
援
給
付
金　

 
 
 
 
 
 
 
 

７
５
，
５
５
０
，
０
０
円
増

・
高
齢
者
世
帯
等
生
活
支
援
給
付
金　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
，
２
４
０
，
０
０
円
増

・
財
政
調
整
基
金
積
立
金　

 
 
 
 
 
 
 
 

７
７
，
４
１
０
，
０
０
円
減

　

泊
村
養
護
老
人
ホ
ー
ム
む
つ
み
荘
及

び
泊
村
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
む
つ
み

荘
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て

は
、
社
会
福
祉
法
人
黒
松
内
つ
く
し
園

を
指
定
管
理
者
に
指
定
し
、
平
成
30
年

４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31
日
ま

で
を
指
定
管
理
期
間
と
し
て
運
営
が
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
令
和
５
年
３
月

31
日
を
も
っ
て
指
定
管
理
期
間
が
満
了

す
る
こ
と
か
ら
、
泊
村
公
の
施
設
に
係

る
指
定
管
理
者
選
考
委
員
会
の
答
申
を

踏
ま
え
、
改
め
て
、
令
和
５
年
４
月
１

日
か
ら
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
の
５

年
間
を
指
定
管
理
期
間
と
し
て
、
社
会

福
祉
法
人
黒
松
内
つ
く
し
園
を
指
定
管

理
者
に
指
定
す
る
こ
と
に
満
場
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

１
．
施
設
名

　
　

泊
村
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
む
つ 

　
　

み
荘
及
び
泊
村
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　
　

む
つ
み
荘

２
．
指
定
管
理
者

　
　

北
海
道
寿
都
郡
黒
松
内
町
字
黒
松

　
　

内
５
６
２
番
地
１

　
　

社
会
福
祉
法
人　

　
　
　

黒
松
内
つ
く
し
園

　
　
　
　

理
事
長　

大　

代　

貴　

輝

３
．
指
定
の
期
間

　
　

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

令
和
10
年
３
月
31
日

泊
村
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
�
原
案
可
決

　

定
年
延
長
に
よ
り
職
員
の
高
齢
化
が

進
む
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
部
分
休
業

制
度
を
必
要
と
す
る
状
況
と
な
る
可
能

性
も
高
ま
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
務
員

法
第
26
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
の
条
例
の

制
定
で
す
。

　

〔
高
齢
者
部
分
休
業
制
度
〕
と
は
…

　

地
方
公
務
員
法
第
26
条
の
３
第
１
項

に
お
い
て
、
高
年
齢
と
し
て
条
例
で
定

め
る
年
齢
に
達
し
た
職
員
が
申
請
し
、

公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
定
年
退
職
日
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
、
当
該
職
員
が
１
週
間
の
勤
務

時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と

を
承
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
旨
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

泊
村
職
員
の
降
給
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

地
方
公
務
員
の
定
年
延
長
（
定
年
引

上
げ
）
に
伴
い
、
管
理
監
督
職
勤
務
上

限
年
齢
制
や
60
歳
達
し
た
職
員
の
給
料

７
割
措
置
の
開
始
に
よ
り
、
本
人
の
意

に
反
す
る
降
給
が
発
生
す
る
こ
と
に
な

る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
務
員
法
第
27
条

第
２
項
及
び
第
28
条
第
３
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
職
員
の
降
給
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
た
め
の
条
例
の
制
定
で

す
。

＊
地
方
公
務
員
法
第
27
条
（
分
限
及
び

　

懲
戒
の
基
準
）

　

第
２
項　

職
員
は
、
こ
の
法
律
で
定

め
る
事
由
に
よ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
意
に
反
し
て
、
降
任
さ
れ
、
若
し

く
は
免
職
さ
れ
ず
、
こ
の
法
律
又
は
条

例
で
定
め
る
事
由
に
よ
る
場
合
で
な
け

れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
休
職
さ
れ

ず
、
又
、
条
例
で
定
め
る
事
由
に
よ
る

場
合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
降

給
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

＊
地
方
公
務
員
法
第
28
条
（
降
任
、
免

　

職
、
休
職
等
）

　

第
３
項　

職
員
の
意
に
反
す
る
降

任
、
免
職
、
休
職
及
び
降
給
の
手
続
及

び
効
果
は
、
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ

る
場
合
を
除
く
外
、
条
例
で
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
を
踏
ま

え
、
職
員
の
定
年
を
引
き
上
げ
る
と
と

も
に
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
及

び
定
年
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
を
導
入

す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
や
規
定
の
整

備
を
行
う
条
例
の
改
正
で
す
。

泊
村
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
�
�
�
�
原
案
可
決

泊
村
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
�
原
案
可
決

泊
村
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

泊
村
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公

表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

泊
村
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の

廃
止
に
つ
い
て
�
�
�
�

 

原
案
可
決

　

以
上
６
件
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
職
員
の
定
年
引
上
げ

等
に
係
る
関
係
条
例
の
整
備
そ
の
他
所

要
の
改
正
を
行
う
条
例
の
改
正
及
び
廃

止
で
す
。　

指
定
管
理
の
指
定

条
例
の
制
定
・
改
正
・
廃
止
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泊
村
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
�
�
�
�
原
案
可
決

泊
村
特
別
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
�
�
原
案
可
決

泊
村
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用

弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

以
上
３
件
は
、
令
和
４
年
８
月
８
日

の
国
家
公
務
員
に
対
す
る
給
与
に
関
し

て
の
人
事
院
か
ら
の
勧
告
内
容
を
準
拠

し
、
一
般
職
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
及

び
若
年
層
の
月
例
給
の
平
均
０
．
３
％

の
引
き
上
げ
と
勤
勉
手
当
の
支
給
月
数

を
０
．
１
月
分
引
き
上
げ
、
年
間
ボ
ー

ナ
ス
４
．30
月
分
か
ら
４
．40
月
分
と
す

る
所
要
の
改
正
、
又
、
特
別
職
及
び
議

会
議
員
に
つ
い
て
も
、
職
員
同
様
に
、

期
末
手
当
の
支
給
月
数
を
０
．
１
月
分

引
き
上
げ
す
る
所
要
の
改
正
を
行
う
条

例
の
改
正
で
す
。

　
泊
村
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

泊
村
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
の
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

以
上
２
件
は
、
令
和
４
年
10
月
の
最

低
賃
金
法
に
定
め
る
北
海
道
の
地
域
別

最
低
賃
金
の
改
正
（
時
給
９
２
０
円
）

が
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
観
光
ト
イ
レ

等
の
清
掃
を
行
う
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
の
10
月
分
以
降
の
時
間

給
単
価
が
最
低
賃
金
を
下
回
る
状
況
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
対
応
と
今
後

の
最
低
賃
金
の
改
正
時
に
速
や
か
に
対

応
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
改
正
を
行
う

条
例
の
改
正
で
す
。

泊
村
公
職
者
に
対
す
る
報
酬
及
び
費
用

弁
償
の
額
並
び
に
支
給
方
法
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

公
職
者
と
し
て
「
泊
村
国
民
健
康
保

険
税
審
議
会
委
員
」
を
追
加
す
る
改
正

を
行
う
条
例
の
改
正
で
す
。

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）��
�
�
原
案
可
決

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
３
，
４
６
１

千
円
を
増
額
補
正
し
、
総
額
を
４
，

９
５
９
，
１
４
３
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
の
主
な
も
の
】

国
庫
支
出
金

・
デ
ジ
タ
ル
基
盤
改
革
支
援
補
助
金（
自

治
体
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
推
進
事
業
）

　
　
　
　

２
，
１
１
４
，
０
０
０
円
増

・
子
育
て
世
帯
等
臨
時
特
別
支
援
事
業

補
助
金
（
電
気
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価

格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
）

　
　
　

１
４
，
５
０
０
，
０
０
０
円
増

【
歳
出
の
主
な
も
の
】

総
務
費

・
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
（
い
く
ら
醤

補

正

予

算

油
漬
け
）
関
連
経
費

　
　
　
　

４
，
３
８
８
，
０
０
０
円
増

・
北
海
道
自
治
体
情
報
シ
ス
テ
ム
協
議

会
負
担
金

　
　
　
　

６
，
３
８
５
，
０
０
０
円
増

・
電
気
・
ガ
ス
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊

急
支
援
給
付
金

      

１
４
，
５
０
０
，
０
０
０
円
増

民
生
費

・
生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
事
業
委
託

料        

６
，
９
４
７
，
０
０
円
増

農
林
水
産
業
費

・
漁
船
漁
業
用
作
業
保
管
施
設
補
修
事

業
補
助
金  

３
，
５
２
０
，
０
０
円
増

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７
５
千
円
を
増

額
補
正
し
、
総
額
を
３
７
，
９
７
５
千

円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
】

・
未
就
学
児
均
等
割
保
険
料
繰
入
金
分

　
　
　
　
　
　
　
　

９
，
０
０
０
円
増

・
国
民
健
康
保
険
基
金
繰
入
金

　
　
　
　
　
　
　

６
６
，
０
０
０
円
増

【
歳
出
】

・
国
民
健
康
保
険
税
審
議
会
開
催
に
伴

う
会
長
及
び
委
員
報
酬
等

　
　
　
　
　
　
　

７
５
，
０
０
０
円
増

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
簡
易
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
０
４
９
千

円
を
増
額
補
正
し
、
総
額
３
８
３
，

９
２
５
千
円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
】

・
一
般
会
計
繰
入
金

　
　
　
　

１
，
０
４
９
，
０
０
０
円
増

【
歳
出
の
主
な
も
の
】

・
人
事
院
勧
告
に
よ
る
人
件
費

　
　
　
　
　
　

４
８
０
，
０
０
０
円
増

・
水
質
検
査
委
託
料

　
　
　
　
　
　

５
２
１
，
０
０
０
円
増

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
５
千
円
を
増

額
補
正
し
、
総
額
３
４
５
，
８
４
３
千

円
と
し
ま
し
た
。

【
歳
入
】

・
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
下
水

道
事
業
）     

１
９
８
，
０
０
０
円
減

・
一
般
会
計
繰
入
金

　
　
　

      

２
９
３
，
０
０
０
円
増

【
歳
出
の
主
な
も
の
】

・
人
事
院
勧
告
に
よ
る
人
件
費
の
増
額

及
び
事
業
確
定
に
よ
る
委
託
料
の
減
額

令
和
４
年
度
古
宇
郡
泊
村
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
原
案
可
決

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
，
６
９
７
千

円
を
増
額
補
正
し
、
総
額
を
４
０
，

０
６
８
千
円
と
し
ま
し
た
。
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歳
入
の
主
な
も
の
】

・
現
年
度
分
特
別
徴
収
保
険
料

　
　
　
　

１
，
１
１
９
，
０
０
０
円
減

・
現
年
度
分
普
通
徴
収
保
険
料

　
　
　
　

９
，
９
９
８
，
０
０
０
円
増

・
保
健
基
盤
安
定
繰
入
金

　
　
　
　

２
，
１
８
４
，
０
０
０
円
減

【
歳
出
】

・
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金

増
額
見
込
み
に
伴
う
保
険
料
等
負
担
金

の
増
額　

６
，
６
９
７
，
０
０
０
円
増

　

皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

盃
の
お
寺
と
住
宅
の
火
災
に
つ
い
て

一
般
質
問
し
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お
願

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
３
年
12
月
23
日
14
時
16
分
火
災

が
発
生
し
、
寺
と
住
宅
が
全
焼
し
ま
し

た
。

　

お
寺
と
自
宅
の
火
災
か
ら
、
も
う
１

年
に
な
り
ま
し
た
。

　

お
寺
も
住
宅
も
な
か
な
か
建
た
な
い

の
で
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

村
の
仕
事
で
、
火
事
が
発
生
し
た
と

の
話
が
あ
り
ま
す
。

　

又
、
泊
消
防
の
消
火
の
仕
方
が
、
あ

ま
り
に
も
お
粗
末
だ
っ
た
と
い
う
話
も

あ
り
ま
す
。

　

令
和
４
年
６
月
14
日
、
私
は
公
文
書

開
示
請
求
に
よ
り
、
岩
内
・
寿
都
地
方

消
防
組
合
消
防
長
に
令
和
３
年
12
月
23

日
盃
火
災
の
報
告
書
を
お
願
い
し
ま
し

た
。

　

村
長
、
村
の
仕
事
で
火
事
が
発
生
し

た
と
の
話
だ
が
、
村
長
は
ど
う
受
け
と

め
て
い
ま
す
か
。

　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
滝
本
議
員
の
ご
質
問
に

お
答
え
致
し
ま
す
。

　

ま
ず
初
め
に
、
昨
年
12
月
23
日
に
発

生
致
し
ま
し
た
火
災
に
つ
き
ま
し
て
、

被
害
に
遭
わ
れ
た
方
に
対
し
ま
し
て
、

心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。

　

ご
質
問
の
村
の
仕
事
で
火
事
が
発
生

し
た
が
、
ど
う
受
け
と
め
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
個
人
の
住

宅
、
そ
し
て
、
先
祖
代
々
の
檀
家
さ
ん

の
財
産
を
焼
失
し
た
と
い
う
こ
と
は
大

変
重
た
い
事
実
で
あ
り
、
村
と
し
て
も

対
応
等
、弁
護
士
に
相
談
を
し
た
結
果
、

火
災
に
つ
い
て
は
業
者
の
請
負
過
失
で

あ
っ
て
、
発
注
者
の
責
任
は
な
い
と
の

こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、村
と
し
て
は
、

火
災
に
遭
わ
れ
た
方
の
立
場
に
立
っ
て

最
大
限
寄
り
添
い
、
様
々
な
対
応
を
し

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

併
せ
て
、
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

再
発
し
な
い
よ
う
、
発
注
者
と
し
て
、

全
請
負
業
者
に
対
し
て
安
全
管
理
等
を

周
知
徹
底
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

又
、
お
寺
と
住
宅
が
建
た
な
い
が
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
当
事

者
間
で
お
話
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
の
で
、
村
は
関
与
し
て
お
り
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
消
防
の
消
火
の
仕
方
に
つ
い

て
も
、
３
月
14
日
の
全
員
協
議
会
で
消

防
支
署
よ
り
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

各
議
員
よ
り
質
疑
を
受
け
、
皆
さ
ん
ご

理
解
を
い
た
だ
い
た
も
の
と
認
識
を
し

て
お
り
ま
す
。

一

般

質

問

滝
本　

一
訓

議
員

　
□
盃
の
お
寺
と
住
宅
の
火
災
に
つ
い
て

滝
本
　
一
訓

議
員

盃
の
お
寺
と
住
宅
の

  　
　

火
災
に
つ
い
て髙

橋

村

長

寄付行為の禁止
　議員は、選挙区内の方

にお金や物を贈ることは、

公職選挙法で禁止されて

おり、有権者が求めても

いけません。

　ご理解をお願いします。
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以
上
で
す
。

　

火
災
の
原
因
は
、
村
の
仕
事
の
水

道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
工
事
の
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
の
補
修
で
ガ
ス
バ
ー
ナ
ー

を
使
い
、
壁
の
中
に
火
が
入
り
火
災

が
発
生
し
た
と
の
こ
と
。

　

火
災
原
因
の
判
定
書
、
そ
の
他
５

点
の
報
告
書
を
岩
内
・
寿
都
消
防
組

合
よ
り
受
け
取
り
ま
し
た
。

　

文
章
は
、
ほ
ぼ
黒
塗
り
で
す
。

　

（
報
告
書
、
提
示
）

　

私
は
、
あ
ま
り
に
も
報
告
書
が
黒

塗
り
な
の
で
、
消
防
組
合
に
抗
議
を

し
ま
し
た
。

　

岩
内
・
寿
都
消
防
局
で
は
、
精
一

杯
の
開
示
だ
と
の
こ
と
。

　

個
人
情
報
な
の
で
、
お
寺
の
同
意

書
が
あ
れ
ば
出
せ
ま
す
と
の
こ
と
。

　

村
長
、
こ
の
火
災
に
つ
い
て
は
、

役
場
の
仕
事
が
原
因
の
火
災
で
あ
り
、

元
請
会
社
の
責
任
も
あ
る
が
、
役
場

の
監
督
責
任
が
あ
る
の
で
、
お
寺
・

住
宅
に
つ
い
て
も
建
て
る
の
に
村
も

責
任
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
又
、

寺
を
建
て
る
の
に
小
さ
な
お
堂
を
建

て
、
２
～
３
人
入
る
寺
を
建
て
る
話

を
耳
に
し
た
と
。

　

こ
れ
で
は
、
業
者
が
責
任
を
と
っ

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
私
は
思
い

ま
す
が
、
村
長
い
か
が
で
す
か
。

　

村
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
先
程
１

回
目
で
回
答
し
た
と
お
り
、
弁
護
士

に
相
談
し
た
結
果
で
す
ね
、　

発
注
者

側
の
責
任
は
な
い
と
。

　

そ
し
て
、
民
法
上
に
お
い
て
も
で

す
ね
、
民
法
の
７
１
６
条
に
注
文
者

の
責
任
、
要
は
発
注
者
の
責
任
、
「
注

文
者
は
請
負
人
が
そ
の
仕
事
に
つ
い

て
第
三
者
に
加
え
た
損
害
を
賠
償
す

べ
き
責
任
を
負
わ
な
い
。」
こ
う
い
う

ふ
う
に
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

従
っ
て
、
村
の
責
任
は
な
い
ん
だ

ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

た
だ
、
村
と
し
て
は
、
火
災
に
遭
っ

た
方
に
最
大
限
寄
り
添
う
べ
く
対
応

を
し
た
と
１
回
目
回
答
し
た
と
お
り

で
あ
り
ま
す
。

　

従
っ
て
で
す
ね
、
そ
の
お
寺
を
建

て
る
、
住
宅
を
建
て
る
っ
て
い
う
の

は
、
や
は
り
、
業
者
と
檀
家
さ
ん
、

当
事
者
の
方
々
で
お
話
し
合
い
を
さ

れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、

直
接
的
に
村
が
関
与
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

以
上
で
す
。

　

今
、
村
長
さ
ん
の
答
弁
を
聞
い
て
、

私
は
、
や
っ
ぱ
り
村
も
責
任
が
私
は

あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
れ
で
で
す
ね
、
火
災
の
発
生
の

時
、
消
火
栓
の
圧
が
無
く
、
泊
以
外

の
消
防
の
人
の
指
示
で
バ
ル
ブ
を
開

け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
火
栓
の
圧

が
無
く
な
り
、
水
の
勢
い
が
無
く
な
っ

た
と
。
こ
の
状
態
で
、
盃
の
川
か
ら

の
水
で
消
火
し
た
と
の
話
が
あ
り
ま

す
。

　

ど
こ
ま
で
ど
う
か
と
い
う
話
は
わ

か
ら
な
い
が
、
岩
内
・
寿
都
消
防
組

合
の
火
災
報
告
書
が
今
見
せ
た
と
お

り
、
ほ
と
ん
ど
黒
塗
り
な
の
で
わ
か

ら
な
い
が
、
報
告
書
は
、
火
災
の
原

因
は
、
消
火
の
仕
方
は
、
私
は
個
人

情
報
で
な
い
の
で
、
黒
塗
り
で
な
く
、

当
た
り
前
の
報
告
書
出
す
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。

　

村
長
に
伺
い
ま
す
が
、
盃
寺
町
通

り
の
住
民
の
命
と
財
産
は
、
こ
の
よ

う
な
消
火
体
制
で
守
れ
る
の
か
と
。

　

消
火
栓
の
数
、
位
置
、
寺
町
通
り

に
住
む
住
民
の
安
全
を
守
る
の
に
、

今
の
消
火
体
制
で
守
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
村
長
に
伺
い
ま
す
。

髙

橋

村

長

滝
本
一
訓
議
員
（
再
々
質
問
）

髙

橋

村

長

滝
本
一
訓
議
員
（
再
質
問
）

　

今
る
る
ご
質
問
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
件
に
つ
い
て
３
月
14
日
の
ね
、

全
員
協
議
会
の
中
で
、
消
防
支
署
が

説
明
に
来
て
で
す
ね
、
ボ
ー
ド
も
使

い
な
が
ら
、
図
面
も
出
し
な
が
ら
説

明
し
た
と
思
い
ま
す
。

　

消
火
栓
の
圧
に
つ
い
て
も
、
そ
こ

あ
た
り
辺
も
説
明
し
て
、
滝
本
議
員

か
ら
も
質
問
さ
れ
、
質
疑
を
受
け
て

で
す
ね
、
消
防
の
方
で
答
え
て
、
そ

し
て
各
議
員
か
ら
も
色
々
話
が
出
て
、

議
論
が
尽
く
さ
れ
て
協
議
会
終
了
し

た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
消
火

栓
に
つ
い
て
は
、
消
防
法
上
規
定
を

満
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
し
て
、
火
災
の
時
は
、
圧
を
上
げ

過
ぎ
て
水
道
管
が
破
裂
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
で
す
ね
、
水
が
一
時
的
に
弱

く
な
っ
た
と
い
う
事
象
が
起
き
て
、

た
だ
、
圧
を
上
げ
な
け
れ
ば
消
火
に

は
十
分
必
要
な
水
力
は
保
た
れ
て
た

ん
だ
ろ
う
と
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お

り
ま
す
し
、
今
回
大
き
な
代
償
を
払

い
ま
し
た
が
、
消
防
の
方
で
で
す
ね
、

消
火
体
制
、
対
応
策
、
そ
れ
を
色
々

ま
と
め
あ
げ
て
、
今
後
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
無
い
よ
う
に
で
す
ね
、
や
っ

て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
こ
の
よ
う
に

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
す
。
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こ
れ
で
３
回
目
で
あ
れ
な
ん
だ
け

ど
一
言
だ
け
喋
っ
て
も
い
い
で
す
か
。

　

は
い
。

　

今
、
村
長
さ
ん
議
員
の
中
で
説
明

さ
れ
て
、
私
は
納
得
し
た
わ
け
で
は

な
い
の
で
ね
、
そ
の
納
得
し
な
い
か

ら
、

（
「
納
得
し
て
な
い
な
ら
質
問
す
れ
ば

い
い
っ
し
ょ
。
」
発
言
す
る
者
あ
り
）

　

い
や
い
や
い
や
、
私
が
今
言
っ
て

る
の
だ
け
、
納
得
し
た
わ
け
で
な
い

の
で
、
こ
の
公
文
書
開
示
請
求
し
て

出
し
た
ん
だ
か
ら
さ
。

　

し
た
か
ら
や
っ
ぱ
り
、
私
は
や
っ

ぱ
り
、
納
得
し
た
っ
て
村
長
の
言
う

答
弁
に
は
、
私
は
、
は
い
、
そ
う
で

す
か
っ
て
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
の
で
。

　

し
た
ら
、
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。

　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 滝

本
一
訓
議
員

宇
留
間
議
長

滝
本
一
訓
議
員

◎ 新型コロナウイルス感染防止のため傍聴される場合は、次のことにご協力をお願いします。
○議場への入場時に出入り口に設置しております消毒液を活用し、手指の消毒をお願いします。

                         ○議場では、マスクの着用をお願いします。 

議会を傍聴してみませんか議会を傍聴してみませんか
手続きは簡単です

住所・氏名・年齢を受付票に記入するだけの簡単な手続きです

　　　　　　　　　　お気軽にどうぞ…
定例会は、３月・６月・９月・12月の年４回です。臨時会は、必要に応じて随時開きます。

お　願　いお　願　い

行事案内など、議長宛の文書は行事案内など、議長宛の文書は

議会事務局へお届け願います。議会事務局へお届け願います。
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～議会活動～

　令和４年10月27日・28日の２日間にわたり、東京都において「第13回全国原子力発電所立
地議会サミット」が開催され、原子力発電所立地市町村議会関係者など約400名が参加し、
本村議会から５名の議員が参加しました。

　 

　この議会サミットは、原子力発電所や関連施設が立地している市町村の議員同士が、原子
力発電の課題について議論し、また、それぞれの立地地域における固有の問題について情報
交換を行うことにより、住民の安全の確保と地域振興を図ることを目的に隔年で開催されて
います。
　今回は、『2050年カーボンニュートラルと原子力～立地地域が目指すこれからの方向性～』
をテーマに、１日目は、基調講演行い、「カーボンニュートラルと原子力発電」と題し、一
般財団法人 日本エネルギー経済研究所 戦略研究ユニット 原子力チーフマネージャー 村上 
朋子氏を講師に迎え、エネルギー政策における原子力の意義について話されました。

　その後、５つの分科会に分かれ、第１分科会「脱炭素社会における立地地域の在り方」①
立地地域における現状と課題 ②これからの地域振興策と財源 ③脱炭素社会実現に向けた立
地地域の役割、第２分科会「脱炭素社会における原子力の在り方」①エネルギー基本計画と
原子力発電の位置付け ②原子力政策の現状と課題 ③脱炭素社会実現に向けた原子力の役
割、第３分科会「原子力防災体制と避難計画」①原子力防災体制の現状と課題 ②避難計画
の現状と課題 ③避難計画の実効性と国の役割、第４分科会「核燃料サイクルと使用済燃料
の中間貯蔵・最終処分」①核燃料サイクルの現状と課題 ②使用済核燃料の安全管理と中間
貯蔵 ③放射性廃棄物の処理・処分、第５分科会「原子力安全対策と原子力規制」①原子炉
の高経年化と安全性の評価 ②規制行政とバックフィットの在り方 ③安全性の追求と今後の
課題をテーマ（大項目・①～③小項目）に、さまざまな意見が出されました。本村議員は、
各分科会に１名ずつ参加しました。

 
　
　２日目は、全体会を行い、福島県内の双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町の４町による「福
島現況報告」の後、各分科会の報告、閉会式では、サミット宣言案が提出され、満場一致で
採択されました。次期開催地代表挨拶の後、閉会しました。

『第13回
   全国原子力発電所立地議会サミット』
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～委員会活動～

令和４年12月９日に、次の事項について担当課より説明を受け、現場視察を行いました。
①泊村総合福祉センター改修工事
　今年度、デイサービスセンター等利用される方々に快適に過ごしていただけるよう、老朽
化した泊村総合福祉センターの改修工事を実施しており、主な工事概要は、外壁と塗装塗替、
１階部分については、介護者教育室・作業及日常動作訓練室・事務室・相談室の内部改修、浴槽・
給湯設備及び大椎所の改修、２階部分は、栄養指導室・トイレ以外の内部改修全て、その他、
空調設備の新設・温水器の更新・照明器具の更新・電気配線等行っており、工事の出来高は
11月末現在73％です。
　※工期　令和３年５月９日～令和５年３月17日

②トラウトサーモン・サクラマス養殖事業
　令和３年度より２ヶ年の試験事業として盃漁港カブト分区において実施しており、２年目
の本年度は、新たに直径20メートルの円形イケスを設置し、イケス３基に11月17日にトラウ
トサーモン4,600尾、11月28日にサクラマス1,200尾を搬入し、来年５月末の出荷に向け古宇
郡漁業協同組合魚類養殖部会を中心に給餌等飼育管理されます。

総務経済常任委員会〔現場視察〕

（２階部分）

（給餌の様子）
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11　

月

３
日　

第
57
回
泊
村
功
労
者
表
彰
式

　
　
　

（
宇
留
間
議
長
他
各
議
員
出
席
）

９
日　

例
月
出
納
検
査 

　
　
　
　
　

（
沼
畑
・
鎌
田
監
査
委
員
）

９
日　

第
66
回
町
村
議
会
議
長
全
国
大

　
　
　

会
・
後
志
議
長
会
議

　
　
　

（
東
京
都　

宇
留
間
議
長
出
席
）

10
日　

後
志
町
村
議
会
議
長
会
「
北
海

　
　
　

道
横
断
自
動
車
道
に
係
る
中
央

　
　
　

要
望
」

　
　
　

（
東
京
都　

宇
留
間
議
長
出
席
）     

15
日　

監
査
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
研
修
会

16
日　

監
査
委
員
研
修
会

　
　
　

（
札
幌
市　

　
　
　
　
　
　

 

鎌
田
監
査
委
員
出
席
）

30
日　

後
志
広
域
連
合
議
会
運
営
委
員  

　
　
　

会

　
　
　

令
和
４
年
第
２
回
後
志
広
域
連

　
　
　

合
議
会
定
例
会

 

　

 
 
 

（
倶
知
安
町　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇
留
間
議
長
出
席
）

編
集
後
記

議

会

日

誌

令
和
４
年
11
月
１
日
～

令
和
５
年
１
月
31
日

12　

月

７
日　

例
月
出
納
検
査　

 
 
 
       

（
沼
畑
・
鎌
田
監
査
委
員
）

９
日　

議
会
全
員
協
議
会

 
 
 
   

総
務
経
済
常
任
委
員
会

 
 
 
   

議
会
運
営
委
員
会 

 
 
 
           

（
吉
田
副
議
長
欠
席
）

11
日　

令
和
４
年
度
村
政
懇
談
会

 
 
 
   

（
宇
留
間
議
長

 
 
 
              

外
各
議
員
出
席
）

13
日　

第
４
回
泊
村
議
会
定
例
会

 
 
 
   

（
開
会
）      

（
全
議
員
出
席
）

15
日　

第
４
回
泊
村
議
会
定
例
会
（
再  

　
　
　

開
・
閉
会
）　
　

（
全
議
員
出
席
）

23
日　

北
海
道
電
力
㈱
真
弓
会
長
・
藤

　
　
　

井
社
長
外
来
庁

 

　
　
　
　
　
　

 

（
宇
留
間
議
長
出
席
）

27
日　

令
和
４
年
第
１
回
岩
内
地
方
衛

　
　
　

生
組
合
議
会
臨
時
会

　
　
　

（
岩
内
町　

　
　
　
　
　

 

飯
田
・
滝
本
議
員
出
席
）

　
　
　

令
和
４
年
第
２
回
岩
内
・
寿
都

　
　
　

地
方
消
防
組
合
議
会
臨
時
会

　
　

    

（
岩
内
町　

三
浦
議
員
出
席
）

１ 
 

月

７
日　

令
和
５
年
泊
消
防
団
出
初
式

　
　
　

（
宇
留
間
議
長
他
各
議
員
出
席
）

８
日　

令
和
５
年
泊
村
20
歳
の
つ
ど
い

　
　
　

（
宇
留
間
議
長
他
各
議
員
出
席
）

13
日　

例
月
出
納
検
査 

 

　
　
　
　

 

（
沼
畑
・
鎌
田
監
査
委
員
）

23
日　

全
国
原
子
力
発
電
所
立
地
市
町

　
　
　

村
議
会
議
長
会
役
員
会
及
び
全

　
　
　

国
原
子
力
立
地
議
会
サ
ミ
ッ
ト

　
　
　

実
行
委
員
会
合
同
会
議

　
　
　
　
　
　

（
東
京
都　

議
長
出
席
）

26
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　

「
議
会
だ
よ
り
」
第
１
８
７
号
を
お

届
け
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
は
、
令
和
４
年
第
４
回
定
例

会
に
つ
い
て
編
集
い
た
し
ま
し
た
。

　

ぜ
ひ
ご
覧
に
な
っ
て
、
村
の
方
針

や
議
会
活
動
も
ご
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
議
会
だ
よ
り
に
対
す
る
ご

意
見
・
ご
要
望
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
遠
慮
な
く
議
会
事
務
局
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
。

　
　
　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

宇
留
間　

文　

宣

吉　

田　

茂　

樹

三　

浦　

弘　

文

長　

尾　
　
　

透

令和５年泊消防団出初式で祝辞を述べる宇留間議長


